
（２）　金利関連取引
　１．通貨別残高（クロスカレンシー取引を除く）

（単位：兆円、件）

円建 ドル建 ユーロ建 ポンド建 その他通貨建 総計

906.1 243.4 46.7 9.5 21.4 1,227.1

(202,189) (36,035) (6,278) (2,189) (9,783) (256,474)

867.8 239.5 46.3 9.4 21.2 1,184.0

(170,564) (34,690) (6,103) (2,170) (9,089) (222,616)

19.4 0.9 0.1 0.0 0.0 20.4

(26,951) (743) (70) (4) (52) (27,820)

18.9 3.0 0.4 0.2 0.2 22.7

(4,674) (602) (105) (15) (642) (6,038)

526.1 41.1 4.2 0.6 12.9 584.9

(81,138) (5,092) (835) (115) (3,656) (90,836)

1,436.8 - - - - 1,436.8

(136,857) - - - - (136,857)

2,868.9 284.5 50.9 10.1 34.4 3,248.8

(420,184) (41,127) (7,113) (2,304) (13,439) (484,167)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注４） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

平成28年１月27日更新
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（２）　金利関連取引
　２．通貨別残高（クロスカレンシー取引分）

（単位：兆円、件）

円建 ドル建 ユーロ建 ポンド建 その他通貨建 総計

98.1 110.4 11.3 2.1 17.7 239.6

(21,831) (26,428) (2,232) (265) (7,420) (58,176)

78.6 94.2 7.6 2.1 16.8 199.3

(15,061) (20,666) (1,447) (243) (7,053) (44,470)

5.7 5.4 0.2 0.0 0.1 11.4

(4,154) (3,951) (133) (5) (67) (8,310)

13.8 10.8 3.5 0.0 0.8 29.0

(2,616) (1,811) (652) (17) (300) (5,396)

33.2 37.3 1.8 0.2 5.2 77.7

(7,129) (7,614) (847) (163) (1,583) (17,336)

- - - - - -

- - - - - -

131.3 147.8 13.1 2.4 22.8 317.4

(28,960) (34,042) (3,079) (428) (9,003) (75,512)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） クロスカレンシー金利スワップ取引の各残高については、基本的に一つの取引に二つの通貨が参照されているため、参照される通貨に

応じて二重に計上している。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　３．残存期間別残高（クロスカレンシー取引を除く）

（単位：兆円、件）

～３ヶ月 ３～６ヶ月 ６～１２ヶ月 １年～２年 ２年～５年 ５年～10年 10年～30年 30年超 総計

63.1 63.3 100.2 186.8 440.5 314.4 58.2 0.4 1,227.1

(9,664) (10,184) (18,133) (34,383) (93,219) (68,055) (22,671) (165) (256,474)

58.5 61.2 97.6 181.0 427.9 304.7 52.8 0.3 1,184.0

(8,394) (8,778) (15,576) (29,303) (80,070) (60,141) (20,309) (45) (222,616)

0.7 0.8 1.5 3.4 7.8 4.9 1.2 - 20.4

(952) (1,158) (2,259) (4,519) (11,803) (6,109) (1,020) - (27,820)

3.9 1.3 1.1 2.4 4.8 4.8 4.2 0.1 22.7

(318) (248) (298) (561) (1,346) (1,805) (1,342) (120) (6,038)

28.1 28.3 41.6 87.8 165.0 158.3 75.4 0.5 584.9

(2,102) (2,120) (3,833) (8,212) (21,694) (27,361) (25,274) (240) (90,836)

82.4 73.9 163.9 195.3 386.9 467.7 66.6 0.0 1,436.8

(2,126) (1,799) (4,462) (7,551) (32,236) (66,586) (22,071) (26) (136,857)

173.7 165.5 305.7 469.9 992.4 940.5 200.2 0.9 3,248.8

(13,892) (14,103) (26,428) (50,146) (147,149) (162,002) (70,016) (431) (484,167)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注４） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　４．残存期間別残高（クロスカレンシー取引分）

（単位：兆円、件）

～３ヶ月 ３～６ヶ月 ６～１２ヶ月 １年～２年 ２年～５年 ５年～10年 10年～30年 30年超 総計

10.7 8.6 20.3 24.7 39.4 11.6 4.4 - 119.8

(1,926) (2,042) (4,357) (6,183) (11,063) (2,490) (1,027) - (29,088)

9.4 7.3 17.4 19.8 31.5 10.2 4.0 - 99.6

(1,451) (1,428) (3,222) (4,662) (8,266) (2,233) (973) - (22,235)

0.4 0.5 1.1 1.0 2.4 0.3 0.0 - 5.7

(276) (471) (787) (846) (1,651) (123) (1) - (4,155)

1.0 0.8 1.8 3.9 5.5 1.1 0.4 - 14.5

(199) (143) (348) (675) (1,146) (134) (53) - (2,698)

3.8 2.8 4.7 7.1 11.6 6.1 2.7 0.0 38.9

(411) (384) (660) (1,081) (2,847) (2,094) (1,177) (14) (8,668)

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

14.5 11.4 25.0 31.9 51.1 17.7 7.1 0.0 158.7

(2,337) (2,426) (5,017) (7,264) (13,910) (4,584) (2,204) (14) (37,756)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注４） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者計
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（２）　金利関連取引
　５．商品別残高（クロスカレンシー取引を除く）

（単位：兆円、件）

固定－変動 変動－変動 OIS FRA スワップション その他 総計

1,070.6 81.1 3.1 0.7 39.3 32.2 1,227.1

(222,983) (9,490) (105) (44) (8,992) (14,860) (256,474)

1,036.3 79.8 2.9 0.4 38.8 25.9 1,184.0

(194,118) (8,977) (87) (7) (8,262) (11,165) (222,616)

16.5 0.9 0.2 - 0.3 2.5 20.4

(23,981) (434) (18) - (610) (2,777) (27,820)

17.8 0.4 - 0.3 0.2 3.9 22.7

(4,884) (79) - (37) (120) (918) (6,038)

409.9 46.6 5.8 - 103.0 19.6 584.9

(67,387) (7,533) (265) - (11,016) (4,635) (90,836)

1,262.2 174.7 - - - - 1,436.8

(127,219) (9,638) - - - - (136,857)

2,742.7 302.3 8.9 0.7 142.3 51.8 3,248.8

(417,589) (26,661) (370) (44) (20,008) (19,495) (484,167)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 「固定-変動」とは固定金利と変動金利を交換する金利スワップのことを指し、「変動-変動」とは変動金利同士を交換する金利スワップ

を指す。「OIS」とは、Overnight Index Swapの略で、一般に翌日物金利を参照する金利スワップのことを指す。「FRA」とは、Forward Rate 
Agreementの略で、一般に金利先渡取引のことを指す。「スワップション」とは、一般にスワップ取引を行う権利を原資産とするオプション
取引のことを指す。

（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって
おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。

（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合
には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　６．商品別残高（クロスカレンシー取引分）

（単位：兆円、件）

固定-変動 固定-固定 変動-変動 総計

17.2 30.4 72.3 119.8

(6,318) (12,596) (10,174) (29,088)

14.8 18.8 66.0 99.6

(5,810) (7,278) (9,147) (22,235)

0.2 4.9 0.6 5.7

(112) (3,805) (238) (4,155)

2.2 6.6 5.7 14.5

(396) (1,513) (789) (2,698)

3.0 5.7 30.2 38.9

(715) (2,499) (5,454) (8,668)

- - - -

- - - -

20.2 36.1 102.4 158.7

(7,033) (15,095) (15,628) (37,756)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 「固定-変動」とは固定金利と変動金利を交換する金利スワップのことを指し、「固定-固定」とは固定金利同士を、「変動-変動」とは変動

金利同士を交換する金利スワップのことを指す。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　７．参照金利別残高（クロスカレンシー取引を除く）

（単位：兆円、件）

LIBOR TIBOR EURIBOR その他 総計

1,064.8 152.2 43.8 34.3 1,295.1

(168,654) (69,656) (6,016) (12,876) (257,202)

1,032.2 146.3 43.6 33.5 1,255.8

(151,571) (54,574) (5,872) (11,944) (223,961)

14.0 5.4 0.1 0.3 19.8

(12,299) (14,864) (62) (210) (27,435)

18.5 0.5 0.1 0.4 19.5

(4,784) (218) (82) (722) (5,806)

538.6 41.8 4.2 31.0 615.5

(81,238) (6,126) (806) (6,693) (94,863)

1,451.3 160.2 - - 1,611.5

(140,308) (6,187) - - (146,495)

3,054.7 354.2 48.0 65.2 3,522.0

(390,200) (81,969) (6,822) (19,569) (498,560)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 取引対象である金利の双方又は一方が変動金利を参照している取引を計上。変動金利同士を交換するスワップ取引（ベーシススワップ

等）の各残高については、基本的に一つの取引につき二つの変動金利を参照しているため、参照する金利に応じて二重に計上している。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

上記計

第一種金融商品取引業者計

日本証券クリアリング機構

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行
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（２）　金利関連取引
　８．参照金利別残高（クロスカレンシー取引分）

（単位：兆円、件）

LIBOR TIBOR EURIBOR その他 総計

150.3 0.1 5.4 7.7 163.5

(23,271) (114) (936) (2,409) (26,730)

137.0 0.1 5.0 7.4 149.4

(21,177) (80) (852) (2,220) (24,329)

1.3 0.0 0.1 0.0 1.4

(536) (34) (25) (4) (599)

12.0 0.0 0.4 0.3 12.7

(1,558) (0) (59) (185) (1,802)

57.2 0.0 1.2 4.3 62.7

(10,160) (1) (317) (1,137) (11,615)

- - - - -

- - - - -

207.5 0.1 6.6 12.0 226.2

(33,431) (115) (1,253) (3,546) (38,345)

（注１） 表中の計数は、平成26年3月末時点において、金商業者等及び日本証券クリアリング機構から報告を受けている店頭デリバティブ取引
の残高（上段の計数、想定元本ベース）及び契約件数（下段括弧内の計数）であり、取引当事者双方から報告を受けた場合は二重に計
上している。

（注２） 大手行等には、主要行等、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行、信金中央金庫及び農林中央金庫が含まれている。
（注３） 取引対象である金利の双方又は一方が変動金利を参照している取引を計上。変動金利同士を交換するスワップ取引（ベーシススワップ

等）の各残高については、基本的に一つの取引につき二つの変動金利を参照しているため、参照する金利に応じて二重に計上している。
（注４） 金融商品取引法156条の62の規定に基づき、清算集中義務の対象となっている取引は、日本証券クリアリング機構が報告主体となって

おり、表中の銀行等及び第一種金融商品取引業者の報告残高には、清算集中義務の対象となっている取引は含まれない。
（注５） 表中の計数は、上記を前提として暫定的に集計した結果を公表するものであり、今後集計方法の変更や報告情報の精査を行った場合

には変動し得る。

日本証券クリアリング機構

上記計

銀行等計

大手行等

地域銀行

外国銀行支店その他銀行

第一種金融商品取引業者計
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